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厚 生 労 働 省 老 健 局 

老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.３）（令和３年３月 26 日）」 

の送付について 

 

計 88 枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948、3971、3979) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 
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【居宅介護支援】 

○ 契約時の説明について 

問 111 今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利

用者に、前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型

通所介護、福祉用具貸与（以下、訪問介護等という。）の各サービスの利用割合及び前

６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスごとの、同一事業者

によって提供されたものの割合（以下、訪問介護等の割合等）の説明を行うことと定め

られたが、具体的な説明方法として、どのような方法が考えられるか。 

（答） 

・ 例えば、以下のように重要事項説明書等に記載し、訪問介護等の割合等を把握できる資

料を別紙として作成し、居宅介護支援の提供の開始において示すとともに説明すること

が考えられる。 

 

・ なお、「同一事業者によって提供されたものの割合」については、前６か月間に作成し

たケアプランに位置付けられた訪問介護等の各事業所における提供回数のうち（※同一

事業所が同一利用者に複数回提供してもカウントは１）、同一事業所によって提供された

ものの割合であるが、その割合の算出に係る小数点以下の端数処理については、切り捨て

ても差し支えない。 

 

＜例＞ 

※重要事項説明書 

第●条 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

の利用状況は別紙のとおりである。 

※別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 契約時の説明について 

別紙 

 

① 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

の各サービスの利用割合 

 

訪問介護 ●％ 

通所介護 ●％ 

地域密着型通所介護 ●％ 

福祉用具貸与 ●％ 

 

② 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 

 

訪問介護 ○○事業所 ●％ □□事業所 ●％ △△事業所 ●％ 

通所介護 △△事業所 ●％ ××事業所 ●％ ○○事業所 ●％ 

地域密着型通所介護 □□事業所 ●％ △△事業所 ●％ ××事業所 ●％ 

福祉用具貸与 ××事業所 ●％ ○○事業所 ●％ □□事業所 ●％ 
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問 112 今回の改定により、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された

居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通

所介護（以下「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の

数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サ

ービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス

事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等を

説明することを義務づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、令和３年４月以

前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対しては、どのように取り

扱うのか。 

（答） 

・ 令和３年４月以前に契約を結んでいる利用者については、次のケアプランの見直し時に

説明を行うことが望ましい。 

・ なお、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に

位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定

地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合について、当該事業所

が、令和３年４月中に新たに契約を結ぶ利用者等において、当該割合の集計や出力の対応

が難しい場合においては、５月以降のモニタリング等の際に説明を行うことで差し支え

ない。 

  

≪参考≫ 

・第４条第２号 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居

宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成される

ものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることがで

きること、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計

画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下こ

の項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数

が占める割合、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービ

ス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者

又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明

を行い、理解を得なければならない。 

 

・通知：第２の３（２） 

基準第４条は、基本理念としての高齢者自身によるサービス選択を具体化したもので

ある。利用者は指定居宅サービスのみならず、指定居宅介護支援事業者についても自由

に選択できることが基本であり、指定居宅介護支援事業者は、利用申込があった場合に



71 

 

 

 

は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、当該指定居宅介護支援事業所の

運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情

処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項を説明書やパン

フレット等の文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護支援事業所から居宅介護支

援を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同

意については、利用者及び指定居宅介護支援事業者双方の保護の立場から書面によって

確認することが望ましいものである。 

また、指定居宅介護支援は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立

って行われるものであり、居宅サービス計画は基準第１条の２の基本方針及び利用者の

希望に基づき作成されるものである。このため、指定居宅介護支援について利用者の主

体的な参加が重要であり、居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門

員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画

原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であ

ること等につき十分説明を行わなければならない。なお、この内容を利用申込者又はそ

の家族に説明を行うに当たっては、理解が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での

説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ず利用申込者から署名

を得なければならない。 

また、基準第１条の２の基本方針に基づき、指定居宅介護支援の提供にあたっては、

利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定

居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏すること

のないよう、公正中立に行わなければならないこと等を踏まえ、前６月間に当該指定居

宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所

介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この⑵において「訪問介護等」とい

う。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該

指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介

護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事

業者によって提供されたものが占める割合（上位３位まで）等につき十分説明を行わな

ければならない。    

なお、この内容を利用者又はその家族に説明を行うに当たっては、理解が得られるよ

う、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したこと

について必ず利用者から署名を得なければならない。 

また、前６月間については、毎年度２回、次の期間における当該事業所において作成

された居宅サービス計画を対象とする。 

① 前期（３月１日から８月末日） 

② 後期（９月１日から２月末日） 


